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(54)【発明の名称】 内視鏡の操作ワイヤ連結機構

(57)【要約】
【課題】操作部材と操作ワイヤの基端との間を連結する
連結部材の操作ワイヤとの位置関係を容易に調整するこ
とができる内視鏡の操作ワイヤ連結機構を提供するこ
と。
【解決手段】操作ワイヤ２３を進退操作するための操作
部材４０と操作ワイヤ２３の基端との間を連結する連結
部材２７～３１中に、操作ワイヤ２３の進退方向を軸線
とするネジ結合部を設け、ネジ結合部の雄ネジ部材２９
又は雌ネジ部材３１の少なくとも一方を軸線周りに回転
自在に配置した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】挿入部内に挿通配置された操作ワイヤを上
記挿入部の基端に連結された操作部において軸線方向に
進退操作することにより、上記挿入部の先端に配置され
た先端動作部材を動作させるようにした内視鏡の操作ワ
イヤ連結機構において、
上記操作ワイヤを進退操作するための操作部材と上記操
作ワイヤの基端との間を連結する連結部材中に、上記操
作ワイヤの進退方向を軸線とするネジ結合部を設け、上
記ネジ結合部の雄ネジ部材又は雌ネジ部材の少なくとも
一方を軸線周りに回転自在に配置したことを特徴とする
内視鏡の操作ワイヤ連結機構。
【請求項２】上記連結部材中に配置されたロッドに、上
記雄ネジ部材が軸線周りに回転自在に且つ軸線方向には
相対的移動を規制された状態に被嵌されている請求項１
記載の内視鏡の操作ワイヤ連結機構。
【請求項３】上記雄ネジ部材に、上記ロッドが通過自在
なスリットが軸線と平行方向に形成されている請求項２
記載の内視鏡の操作ワイヤ連結機構。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は内視鏡の操作ワイ
ヤ連結機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】内視鏡においては、一般に、挿入部内に
挿通配置された操作ワイヤを挿入部の基端に連結された
操作部において軸線方向に進退操作することにより、挿
入部の先端に配置された先端動作部材を動作させるよう
になっている。
【０００３】そのような操作ワイヤを進退操作するため
の操作部材と操作ワイヤの基端との間を連結する連結部
材は、組み立て時に操作ワイヤとの位置関係を正確に調
整する必要がある。
【０００４】そこで、操作ワイヤの進退方向を軸線方向
とするネジ結合部を連結部材中に設け、ネジ結合部の螺
合状態を調整してから、ネジ結合部のネジ部材を非回転
部材にビス止め等により固定している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上述のような従来の内
視鏡の操作ワイヤ連結機構によれば、ネジ結合部の螺合
状態を調整することによって操作ワイヤとの位置関係を
調整することができる。
【０００６】しかし、調整は一回では決まらず何度かや
り直す場合が少なくないので、その度にビス止め固定部
分を取り外さなければならず、作業が非常に煩雑なもの
になっていた。
【０００７】そこで本発明は、操作部材と操作ワイヤの
基端との間を連結する連結部材の操作ワイヤとの位置関
係を容易に調整することができる内視鏡の操作ワイヤ連
結機構を提供することを目的とする。
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【０００８】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
め、本発明の内視鏡の操作ワイヤ連結機構は、挿入部内
に挿通配置された操作ワイヤを挿入部の基端に連結され
た操作部において軸線方向に進退操作することにより、
挿入部の先端に配置された先端動作部材を動作させるよ
うにした内視鏡の操作ワイヤ連結機構において、操作ワ
イヤを進退操作するための操作部材と操作ワイヤの基端
との間を連結する連結部材中に、操作ワイヤの進退方向
を軸線とするネジ結合部を設け、ネジ結合部の雄ネジ部
材又は雌ネジ部材の少なくとも一方を軸線周りに回転自
在に配置したものである。
【０００９】なお、連結部材中に配置されたロッドに、
雄ネジ部材が軸線周りに回転自在に且つ軸線方向には相
対的移動を規制された状態に被嵌されていてもよく、そ
の場合、雄ネジ部材に、ロッドが通過自在なスリットが
軸線と平行方向に形成されていてもよい。
【００１０】
【発明の実施の形態】図面を参照して本発明の実施例を
説明する。図３は内視鏡を示しており、操作部２の下端
に基端が連結された可撓管状の挿入部１内には、処置具
を挿脱するための処置具挿通路１１が全長にわたって挿
通配置され、その出口開口が挿入部１の先端に設けられ
ている。
【００１１】処置具挿通路１１の入口である処置具挿入
口金１２は、操作部２の下半部を占める握り部２ａと干
渉しないように、操作部２の下端部の右斜め前の位置か
ら斜め上方に向けて突設された突設部３に配置されてい
る。この突設部３内では、処置具挿通路１１が分岐され
て、そこに吸引管１３が接続されている。
【００１２】挿入部１の先端には観察窓２０が配置さ
れ、その内側に内蔵された対物光学系２１により結像さ
れた被写体の像が固体撮像素子２２で撮像され、その撮
像信号が外部に送り出されるようになっている。
【００１３】この内視鏡は、対物光学系２１の一部又は
全部或いは固体撮像素子２２の位置を軸線方向に移動さ
せて、固体撮像素子２２に結像される被写体までの距離
を変化させる焦点調節を行うことができるようになって
いる。その部分の構造は、各種のものが公知なので、詳
細な図示説明は省略する。
【００１４】焦点調節動作は、挿入部１内に挿通配置さ
れた操作ワイヤ２３を軸線方向に進退させることによっ
て行われ、その操作ワイヤ２３を進退操作するための操
作レバー４０が、処置具挿入口金１２と並んで操作部２
下端の突設部３に配置されている。
【００１５】図１は、操作レバー４０が配置された突設
部３部分を示しており、操作部２から斜め上方に向けて
突設された支持フレーム２５の突端近傍に、操作レバー
４０の回転中心となる軸体４１が回転自在に係合してい
る。この軸体４１は、支持フレーム２５に対して垂直
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に、操作部２の略中心軸線方向に向けて配置されてい
る。
【００１６】軸体４１には円盤状部材４２が一体的に形
成されており、操作レバー４０が操作されて円盤状部材
４２が軸体４１を中心に回転すると、操作ワイヤ２３の
基端と円盤状部材４２との間に配置された連結部材２７
～３１を介して操作ワイヤ２３が軸線方向に進退駆動さ
れる。
【００１７】連結部材２７～３１のうち連結アーム２７
は、連結ピン２６によって円盤状部材４２に回動自在に
連結されており、操作ワイヤ２３の基端が固着されたピ
ストン状部材３１は、軸線方向に進退自在に支持されて
いる。３９は、操作レバー４０以外の機構部分を覆うよ
うに取り付けられたカバーである。
【００１８】このような構成により、図３に示されるよ
うに、操作レバー４０を矢印Ａのごとく揺動操作するこ
とで操作ワイヤ２３が進退駆動され、それによって対物
光学系２１における焦点調節動作が行われる。
【００１９】図２は、操作ワイヤ２３の基端と円盤状部
材４２との間に配置された連結部材２７～３１を示して
おり、円盤状部材４２に連結されている連結アーム２７
の先端部分には、ロッド状部材３０が連結ピン２８によ
り回動自在に連結されている。
【００２０】ロッド状部材３０は全体として一定の径の
丸棒状に形成されて、その両端部３０ａ，３０ｂは丸棒
部分より太く形成され、その丸棒部分に、頭部２９ａを
除いて外周面に雄ネジ２９ｂが形成されたネジ棒２９が
装着されている。
【００２１】ネジ棒２９には、ロッド状部材３０の丸棒
部分が通過自在なスリット２９ｃが軸線と平行方向に形
成されていて、ロッド状部材３０の丸棒部分をネジ棒２
９の軸線位置にぴったり嵌め込むことができるようにな
っている。
【００２２】そして、ネジ棒２９がロッド状部材３０に
装着された状態では、ネジ棒２９は軸線方向には移動で
きない状態で軸線周りに回転自在な状態になり、太く形
成された頭部２９ａを摘んで回転させることができる。
【００２３】ピストン状部材３１には、ネジ棒２９の雄
ネジ２９ｂと螺合する雌ネジ３１ａが軸線位置に形成さ
れており、そこにネジ棒２９を螺合させることにより操
作ワイヤ２３側と操作レバー４０側とが連結された状態
になる。
【００２４】このような構成により、組み立て調整時に*
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*は、ピストン状部材３１と螺合させたネジ棒２９を軸線
周りに回転させることにより、ピストン状部材３１が軸
線方向に変位して、ピストン状部材３１の他端側に固着
された操作ワイヤ２３の基端位置が調整される。
【００２５】したがって、組み立て時に操作ワイヤ２３
の軸線方向位置を再調整する際には、ネジ棒２９を回転
させるだけの作業で済むので、調整作業を極めて簡単に
行うことができる。調整完了後は、螺合部にネジロック
等の緩み止め剤を塗布しておく。
【００２６】なお、本発明は上記実施例に限定されるも
のではなく、例えば図４に示されるように、挿入部の先
端に配置された処置具起上台（図示せず）を起上操作す
るための操作レバー４０と操作ワイヤ２３との間の連結
部材２７～３１等各種操作ワイヤの連結機構に本発明を
適用することができる。
【００２７】
【発明の効果】本発明によれば、操作ワイヤを進退操作
するための操作部材と操作ワイヤの基端との間を連結す
る連結部材中に、操作ワイヤの進退方向を軸線とするネ
ジ結合部を設け、ネジ結合部の雄ネジ部材又は雌ネジ部
材の少なくとも一方を軸線周りに回転自在に配置したこ
とにより、連結部材と操作ワイヤとの位置関係を極めて
容易に調整することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作ワイヤ連
結機構の縦断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡の操作ワイヤ連
結機構の部分拡大分解斜視図である。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡の全体構成図で
ある。
【図４】本発明の第２の実施例の内視鏡の操作ワイヤ連
結機構の略示図である。
【符号の説明】
２３  操作ワイヤ
２７  連結アーム
２８  連結ピン
２９  ネジ棒
２９ｂ  雄ネジ
３０  ロッド状部材
３１  ピストン状部材
３１ａ  雌ネジ
４０  操作レバー
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